
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

エルサルバドル外国投資ガイド 

 

 

 

 

1. 会社法関連（外資出資比率制限含む） 

2. 税法関連 

3. 労働法関連 

4. 投資インセンティブ 

5. 関連コスト 

 
 

 

 

２０１７年１０月現在 

在エルサルバドル日本大使館 



 

１．会社法関連 

  説明 根拠法 

最低発起人数 ２名 会社法第１７条 

最低取締役数 １名 会社法第２５４条 

取締役会最低開催回数 １回 会社法第２５８条 

株主総会開催回数 １回：会計年度（１月－１２月）開始５ヶ月以内 会社法第２２３条 

株主総会書面決議 書面決議不可 会社法第８８条 

外資出資比率制限 
法令上なし 

ただし，特定業種により運営上の制限有り 
－ 

英語による取締役会，株

主総会議事録登録 
必要なし － 

禁止産業 

金属鉱山地上及び地中における金属鉱物の

調査，探索，抽出，加工の一切禁止（政府・国

内・国外企業全て） 

金属鉱山禁止法 

２．税法関連 

  説明 根拠法 

付加価値税（ＶＡＴ） １３％ 税法第３７条 

配当税 国内・海外向け共に５％ 税法第７２条 

海外利子やロイヤリテ

ィにおける源泉徴収 
１０％ 税法第１６条 

法人税納付期限 

会計年度開始から４か月以内（４月最終日まで） 

監査報告書提出期限なし（１年に一回の提出義務

有り） 

税法第８０条 

税法第４４０条 

法人所得税 
税引き前利益に３０％課税 

税引き前利益が１５万ドル以下の場合２５％ 
税法第４１条 

住民税 
例：首都サンサルバドル市は税引き前利益をベー

スとして産業別に定められた一定額の住民税あり 

サンサルバド

ル住民税法 

輸入関税 ０～４０％ 財務省ＨＰ 

輸出関税 なし － 

特別税 

固定・携帯電話使用料金，ケーブルテレビ・衛星

放送受信料，インターネット使用料及びそれら機

器購入に５％の課税 

テレビ，パソコンを除く電子機器輸入に５％の課税 

治安のための

特別法第３条 



 

 

 

 

 

３．労働法関連 

 

 
説明 根拠法 

会社都合解雇 退職金の支払義務発生 
労働法第５３－

５７条 

退職金（解雇） 

月額給与×勤続年数＋それまでの勤続日数 

計算に際し，月額給与は各セクターの最低賃金×４を

最高額，最低額は最低賃金１５日分に換算 

労働法第５８－

５９条 

退職金（自主） 
月額給与の１５日分×勤続年数 

月額給与は各セクターの最低賃金２倍を最高額とする 

自主退職法第８

条 

残業規定・法

定労働時間 

最大残業時間規定なし 

一日：最大８時間，週：最大４４時間 

労働法第１６１

条 

福利厚生 

・産休１２週間（その内６週間は産後） 

・産後特別休暇（対象：父親，期間：３日） 

・年金（労働者負担：７．２５％，会社負担：７．７５％） 

・社会保障費（労働者負担：３％，会社負担７．５％） 

労働法第２９，３０

９－３１２条 

社会保障法第１，

３，７，２９条 

年金法第１３条 

残業規定 
１９時まで：１００％の賃金支払 

１９時－６時まで：２０％の割増賃金支払 

労働法第１６８

－１７０条 

有給休暇制度 
勤続２年目から権利発生，１年に１５日，繰越し不可 

有給取得日は３０％の割増賃金を支払う 

労働法第１７７

条 

ボーナス 

一年に一回（１２月１２～２０日の期間） 

最低支払額 

１．勤続年数１－３年：賃金１０日分 

２．勤続年数３－１０年：賃金１５日分 

３．勤続年数１０年以上：賃金１８日分 

労働法第１９６

－１９８条 

セクハラ規定 
身体接触，発言，明白な性的行動 

処罰：３－５年の懲役 
刑法第１６５条 

パワハラ規定 法律上無し － 

組合加入義務 法律上無し － 

定年制度 法律上無し － 

会社利益の従

業員への分配

義務 

法律上無し － 



 

４．投資インセンティブ 

  説明 根拠法 

フリーゾーン 

国内１７か所 

法人税・住民税免除（以下参照） 

設備機材，機械，原材料等の輸入関税・ＶＡＴ免除 

配当税１２年間免除 

フリーゾーン法 

第１７条 

特定業種 

法人税・住民税免除 

設備機材，関連機器等の輸入関税・ＶＡＴ免除 

対象業種：コールセンター，倉庫業等の１０職種 

国際サービス法 

第２条，第２１条 

再生可能 

エネルギー 

法人税免除：１０ＭＷ以下プロジェクト・１０年 

        １０ＭＷ以上プロジェクト・５年 

プロジェクト開始のための施設建設・拡大に必要な必

要機材等の輸入関税・ＶＡＴ免除：電気通信監督庁に

よるプロジェクト認可証明を取得してから１０年間 

再生可能エネル

ギー促進法第３

条 

 

 
フリーゾーン法人税免除率／期間 

サンサルバドル首都圏内 

１００％／０－１５年 

 ６０％／１６－２５年 

 ４０％／２６－３５年 

サンサルバドル外 

法人税免除率／期間 

１００％／０－２０年 

 ６０％／２１－３５年 

 ４０％／３６－４５年 

 

  住民税免除率／期間 

サンサルバドル首都圏内 

１００％／０－１５年 

９０％／１６－２５年 

７５％／２６年～ 

サンサルバドル外 

住民税免除率／期間 

１００％／０－２０年 

  ９０％／２１－３５年 

７５％／３６年～ 

 



 

 

 

 

５．関連コスト情報：２０１７年１０月現在 

月額料金 = (M3 x 上水道料金) + 下水道料金（固定）（単位：US ドル） 

範囲 (M3) 上水道料金  下水道料金  

０ － ５ M3 ３．７６ ０．１００ 

６ － ２０ M3 ０．９００/M3 ５．００ 

２１ － ３０ M3 １．２００/M3 ７．５０ 

３１ － ５０ M3 １．５００/M3 ７．５０ 

５１ － ６０ M3 １．８７５/M3 ７．５０ 

６１ － ９０ M3 ２．３４４/M3 ７．５０ 

９１ － １００ M3 ２．９３０/M3 ７．５０ 

１０１ – ５００ M3 ３．６６２/M3 １０．００ 

５０１ M3 ～ ４．５７８/M3 ２０．００ 

 

月額最低賃金（単位：ＵＳドル） 

商業・サービス業 ３００ 

   製造業（製糖工場含む） ３００ 

  マキラ・繊維・縫製業 ２９５ 

   季節農工業（コーヒー） ２２４ 

サトウキビ収穫業 ２２４ 

コーヒー収穫業 ２００ 

 季節農工業（綿花） ２００ 

農畜産業 ２００ 

綿花収穫業 ２００ 

 

コスト（単位：ＵＳドル） 

ガソリン１リットル（２０１６年：年平均） ０．６９ 

サラリー賃金水準（２０１６年：月額平均） ３６１ 

Ｈｏｕｒｌｙ賃金水準（２０１６年：月額平均） １７３（※２０１７年１月より最低賃金上昇） 

フリーゾーン㎡当たり土地単価 
工場地：３．５０－３．９０ 

   オフィス地：４．６０－１０．００ 



電気料金 

・１四半期毎に電気料金の見直し 

・各企業が使用しているメーター，変圧器，消費電力，配電会社により電気料変化 

・当国電気通信監督庁（ＳＩＧＥＴ）が一例としてあげている電気料金表は以下 

 

（出所：電気通信監督庁：２０１７年７月１５日から１０月１５日まで） 


